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告 示■

◎群馬県告示第２４８号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 定期検査を行う区域 利根郡及び沼田市

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

平成１９年９月３日 午前１０時～午後３時 片品村文化センター

平成１９年９月４日 午前１０時～午後３時 川場村保健センター

午前１０時～正午 昭和村社会体育館
平成１９年９月６日

午後１時～午後３時 昭和村保健センター

平成１９年９月７日 午前１０時～午後３時 みなかみ町水上公民館

平成１９年９月１０日 午前１０時～午後３時 みなかみ町新治支所

平成１９年９月１１日 午前１０時～午後３時 みなかみ町中央公民館

午前１０時～正午 沼田市南郷集会所
平成１９年９月１３日

午後１時～午後３時 沼田市利根町振興局

平成１９年９月１４日 午前１０時～午後３時 沼田市白沢町創作館

平成１９年９月１８日 午前１０時～午後３時 沼田商工会館

午前１０時～正午 沼田市下町住民センター
平成１９年９月１９日

午後１時～午後３時 沼田商工会館

平成１９年９月２１日 午前１０時～午後３時 沼田市役所東原庁舎

平成１９年９月２５日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合薄根支所

平成１９年９月２７日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合川田支所

平成１９年９月２８日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合川田支所

平成１９年１０月１日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合池田支所

平成１９年１０月２日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合沼田青果物集荷所

平成１９年１０月４日 午前１０時～午後３時 利根沼田農業協同組合利南支所

平成１９年１０月１１日 午前１０時～午後３時 沼田市役所東原庁舎
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なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第２４９号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下「法」という。）第２０条の規定に基づき事業の認定をしたので、

次のとおり告示する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 起業者の名称 沼田市

２ 事業の種類 (仮称）利南運動広場建設工事

３ 起業地

(1) 収用の部分 沼田市沼須町字川端地内

(2) 使用の部分 なし

４ 法第２６条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 沼田市教育部体育課

５ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり法第２０条各号の要件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をし

たものである。

(1) 法第２０条第１号の要件への適合性

申請に係る事業は、沼田市沼須町字川端地内に運動場を建設する事業（以下「本件事業」という。）であり、

法第３条第３２号に掲げる事業に該当する。

したがって、本件事業は、法第２０条第１号の要件を充足すると判断される。

(2) 法第２０条第２号の要件への適合性

本件事業は、市議会で議決された、沼田市基本構想である沼田市第五次総合計画に盛り込まれた事業であり、

財源措置も講じていることから、起業者である沼田市は本件事業を施行する権能を有すると認められる。

したがって、本件事業は、法第２０条第２号の要件を充足すると認められる。

(3) 法第２０条第３号の要件への適合性

① 得られる公共の利益

沼田市利南地区は市の南側に位置しており、民間の宅地開発等により人口が増加傾向にあるが、同地区内の

運動場は廃校となった旧利南中学校多目的広場のみであり、利用できる日や時間帯が限られ一部の市民しか利

用できない状況である。

また、野球場は市内に２箇所あるが両球場とも公認野球規則に規定された硬式野球のできる規模を有してお

らず、また、夜間照明施設がなく利用時間帯も限られるため、公式戦は近隣町村の野球場を借りて実施してい

る状況である。さらに、テニスコートは、７箇所あるもののいずれも屋外体育施設の建設指針に規定された規

格値よりも狭く、夜間照明施設を有するものは２箇所しかなく、公式のテニス大会時には野球同様に近隣町村

のテニスコートを借りて実施している状況である。

本件事業の完成により、沼田市の野球・テニス競技の拠点が整備され、競技者の技術の向上やスポーツ指導
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者の養成が可能となり、多くの市民が参加する公式戦が市内で開催することができるとともに、沼田市のスポ

ーツの発展に寄与し、更には、幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層の市民も日常生活の中で当該施設を利

用することにより、市民の健康と体力の維持増進、市民交流の促進が図られる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存するものと認められる。

② 失われる利益

沼田市の調査によれば、本件事業の予定地には、保全すべき動植物の存在は確認されていない。

また、史跡文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地が２箇所存在しているが、事前に群馬県教育委員会

との協議を行い、必要に応じて記録保存等の措置を講じるよう指示されており、起業者としてその指示の下、

適切に対処することになっている。

したがって、本件事業の施行により失われる公共の利益は、軽微であると認められる。

③ 事業計画の合理性

本件事業は、沼田市基本構想に基づき、沼田市第四次総合計画を一部変更し、取り組むべき課題を整理した

上で、沼田市第五次総合計画で策定されている。この総合計画で生涯学習の推進を図るために実施する事業で

あり、沼田市総合体育施設整備基本計画に定められた内容に適合していると認められる。

また、完成後の施設については、沼田市社会体育施設設置及び管理条例に基づく管理・運営が図られること

になっている。

したがって、本件事業の事業計画は、合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により、得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られる

公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるので、法第２０条第３

号の要件を充足すると判断される。

(4) 法第２０条第４号の要件への適合性

① 事業を早期に施行する必要性

３①で述べたように、野球場及びテニスコートについては、公認された規模に適合する施設が、同市内には

ないことから、公式戦の開催が可能で市民が安心してスポーツ等ができる施設を早期に建設する必要があると

認められる。

以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は、高いものと認められる。

② 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に供される範囲にとどめられており、合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第２０条第４号の要件

を充足すると判断される。

(5) 結論

以上のとおり、本件事業は法第２０条各号の要件をすべて充足すると判断される。

◎群馬県告示第２５０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備局道路企画管理課及び群馬県前橋土木事務所にお
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いて一般の縦覧に供する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 渋川大胡線 勢多郡富士見村大字引田字高橋１０番の４ 前 ９．４～１５．０ ３５６．０
地先から同郡同村大字田島字長泉寺４１３
番の１地先まで 後 １０．４～１５．５ ３５６．０

◎群馬県告示第２５１号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

下善地急傾斜地崩壊危険区域 次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び

標柱７号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 大字 字 地番

１ 高崎市 箕郷町善地 地神 ３５１番１

２ 同 同 同 ３４９番２

３ 同 同 同 ３４８番１

４ 同 同 島田 ３５６番１

５ 同 同 地神 ３５３番

６ 同 同 島田 ３６１番２

７ 同 同 同 ３６７番１

この関係書類は、群馬県県土整備局砂防課及び群馬県高崎土木事務所において縦覧に供する。

◎群馬県告示第２５２号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

１８年６月２１日から適用する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

「子持村商工会 渋川市吹屋３８２－２」を「渋川市子持商工会 渋川市吹屋３８２－２」に改める。



7

第８５０１号平成１９年７月２０日（金） 群 馬 県 報

◎群馬県告示第２５３号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

１９年６月２８日から適用する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

「社団法人群馬県消防設備保守協会 前橋市大渡町一丁目１０－７（群馬県公社総合ビル内）」を「社団法人群

馬県消防設備協会 前橋市大渡町一丁目１０－７（群馬県公社総合ビル内）」に改める。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県ＮＰＯ・ボランティア

推進課において縦覧に供する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１９年７月６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人利根川上下流連携支援センター

３ 代表者の氏名 宮林茂幸

４ 主たる事務所の所在地 利根郡川場村大字中野６２６

５ 定款に記載された目的 この法人は利根川上流と下流の住民が森林の大切さや、森林利用に対する共通の認識

を持ち、相互が連携して森林づくりに取り組むためのサポート機能の充実を図ることにより、健全な森林の維持

造成を図ることを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県ＮＰＯ・ボランティア

推進課において縦覧に供する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１９年７月１１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人夢未来２１

３ 代表者の氏名 小林和州

４ 主たる事務所の所在地 桐生市菱町２丁目３５１０番地の６

５ 定款に記載された目的 この法人は、社会貢献活動を行い、公益の増進に寄与することを目的とする。
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予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条第１項又は第６条第１項の規定により行う予防接種については、

次の表に掲げる医師が同表に掲げる場所で当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）

第４条第１項の規定により公告する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

前橋保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

橋本俊英 医療法人中沢会上毛病院 前橋市下大島町５９６

山内芳樹 医療法人中沢会上毛病院 前橋市下大島町５９６

森宗昌 医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町５８６－１

砂長千雪 医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町５８６－１

川田忠嘉 医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町５８６－１

堀口敬美 社会保険群馬中央総合病院 前橋市紅雲町一丁目７－１３

関矢亜矢子 社会保険群馬中央総合病院 前橋市紅雲町一丁目７－１３

吉澤千景 社会保険群馬中央総合病院 前橋市紅雲町一丁目７－１３

萩原里実 前橋赤十字病院 前橋市朝日町三丁目２１－３６

三原大輔 前橋赤十字病院 前橋市朝日町三丁目２１－３６

井上文孝 前橋赤十字病院 前橋市朝日町三丁目２１－３６

後藤智紀 前橋赤十字病院 前橋市朝日町三丁目２１－３６

伊勢崎保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

二階堂恭太 大島病院 伊勢崎市太田町５０８－１

大島孝二郎 大島病院 伊勢崎市太田町５０８－１

高崎保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

河村俊英 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０

米田尚弘 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０

坂本龍彦 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０

塩野由紀 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０
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宮口信吾 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０

齊藤泰之 公立碓氷病院 安中市原市一丁目９－１０

原口通比古 医療法人誠和会正田病院 安中市安中一丁目１６－３２

渡辺聰一郎 医療法人信愛会本多病院 安中市鷺宮２０５－１

渡辺俊樹 医療法人信愛会本多病院 安中市鷺宮２０５－１

逸見大造 財団法人群馬慈恵会松井田病院 安中市松井田町新堀１３００－１

沼田保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

増田裕一 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

櫻谷昌孝 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

茂原淳 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

山嵜健二 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

直江伸行 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

榛沢和彦 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

森平和明 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

清水常正 沼田クリニック 沼田市栄町６１－３

武田隆綱 武田メンタルクリニック 沼田市横塚町１１８１－１

塩崎美織子 塩崎医院 沼田市清水町４２１１

太田保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

黛博雄 太田福島総合病院 太田市東今泉町８７５－１

剣持雅彦 剣持整形外科・Ｋスポーツクリニック 太田市東本町４２－１

桐生保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

迫恭子 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６－３

柴梓 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６－３

村田舞 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６－３

山下均 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６－３
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館林保健福祉事務所管内

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

引間昭夫 館林厚生病院 館林市成島町２６２－１

渡邉正之 館林厚生病院 館林市成島町２６２－１

須田英明 医療法人社団田口会新橋病院 館林市下三林４５２

近江史人 館林記念病院 館林市台宿町７－１８

武田隆子 館林記念病院 館林市台宿町７－１８

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営畑地帯総合整備事業 沼須 平成１９年７月５日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により、検査済証を交付したので、次の開発行

為に関する工事が完了した旨、公告する。

平成１９年７月２０日

群馬県知事 小 寺 弘 之

番号 開発区域に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字石打字宿畑６８６－３ 邑楽郡邑楽町大字石打６８２番地５
秋元良彦

２ 邑楽郡邑楽町大字石打字宿畑６５１－２ 邑楽郡邑楽町大字中野２６１１番地１戸ヶ崎貸屋６
号棟
圓山浩一、圓山広美

３ 邑楽郡邑楽町大字中野字道本３５０－２ 邑楽郡邑楽町大字中野９２番地
神藤真和

４ 邑楽郡邑楽町大字石打字宿畑６５１－１ 邑楽郡邑楽町大字藤川甲４８番地１
櫻井会美、櫻井厚

５ 安中市磯部一丁目字塩ノ久保１０９－３、１４６－ 安中市磯部一丁目１２番５号
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２、１４６－４、１４７－１、１４８－１、１４８ 株式会社磯部ガーデン 代表取締役 櫻井丘子
－２、１４８－４、１４８－５、１４９－１、１４
９－２、１４９－９、１５１－２、１５２－５、１
５５－３の一部、１５５－４、１５５－５、１５５
－６、１５６－２、１５６－３、１５８－１、１５
８－２、１５８－３、１５８－５、１５８－６、１
５８－７、１５８－８、１５９－２、１５９－３、
１５９－５、１５９－７、１５９－９、１５９－１
２、１５９－１４、１５９－１５、１５９－１７、
１５９－１９、１５９－２０、１５９－２１、１５
９－２２、１５９－２３、１５９－２４、１５９－
２５、１５９－２６、１５９－２８、１５９－２
９、１５９－３０、１５９－３１、１５９－３２、
１６０－２、字久保１０９０－５、１１０１－２
２、１１０１－２３

６ 渋川市八木原字堰上７１－１、７１－２ 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目１９番４号
株式会社しまむら 代表取締役 野中正人

公安委員会規則■

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則及び利用カード等自動販売機等による販売等の届出に関

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１９年７月２０日

群馬県公安委員会委員長 神 谷 ト メ

群馬県公安委員会規則第６号

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則及び利用カード等自動販売機等による販売等の届出

に関する規則の一部を改正する規則

（群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部改正）

第１条 群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則（平成１１年群馬県公安委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。

第１５条第６号を次のように改める。

群馬県青少年健全育成条例（平成１９年群馬県条例第１９号）に関すること（知事の所掌に属するものを⑹

除く。）。

（利用カード等自動販売機等による販売等の届出に関する規則の一部改正）

第２条 利用カード等自動販売機等による販売等の届出に関する規則（平成１４年群馬県公安委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「群馬県青少年保護育成条例（昭和３６年群馬県条例第２８号。以下「条例」という。）第３３条」

を「群馬県青少年健全育成条例（平成１９年群馬県条例第１９号。以下「条例」という。）第４６条」に改める。

第２条第１項中「第３３条第１項」を「第４６条第１項」に改める。

第３条第１項中「第３３条第２項」を「第４６条第２項」に改める。

第４条中「第３３条第３項」を「第４６条第３項」に改める。

別記様式第１号中「群馬県青少年保護育成条例第３３条第１項」を「群馬県青少年健全育成条例第４６条第１

項」に改める。

別記様式第２号中「群馬県青少年保護育成条例第３３条第２項」を「群馬県青少年健全育成条例第４６条第２
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項」に改める。

別記様式第３号中「群馬県青少年保護育成条例第３３条第３項」を「群馬県青少年健全育成条例第４６条第３

項」に改める。

附 則

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。

入札公告■

次のとおり一般競争入札に付す。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

平成１９年７月２０日

群馬県立群馬産業技術センター所長 植 松 豊

１ 調達内容

(1) 購入物品及び数量 赤外線応力測定システム 一式

(2) 購入物品の仕様等 入札説明書による。

(3) 納入期限 平成２０年２月２８日（木）

(4) 納入場所 群馬県立群馬産業技術センター

(5) 入札方法 上記(1)の件名を入札に付す。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号）第１７０条の２の規定により作成された平成１８・１９年

度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者であること。

(3) 当該調達物品又はこれと類似する物品について、相当期間の生産又は販売実績を有することを証明した者で

あること。

(4) 当該調達物品に係るアフターサービス、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に満たし得ることを証明した

者であること。

(5) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

３ 入札書の提出先等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び提出先並びに問い合わせ先

〒３７９－２１４７ 群馬県前橋市亀里町８８４－１ 群馬県立群馬産業技術センター 担当 田邊祐介

電話０２７－２９０－３０３０

(2) 入札説明書の交付方法 入札説明会において直接交付する。

(3) 入札説明会の日時及び場所 平成１９年７月２６日（木） 午後１時１５分 群馬県立群馬産業技術センタ

ー第１ミーティングルーム

(4) 入札及び開札の日時及び場所 平成１９年８月２９日（水） 午前９時 群馬県立群馬産業技術センター第

１ミーティングルーム（郵便による場合は書留郵便とし、上記３(1)に同月２８日までに必着のこと。）
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４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、当該調達物品を納入できることを証明する書類を入札日の１週

間前までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類

に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

イ この一般競争入札に参加を希望する者は、契約担当者から交付される仕様書に基づく当該調達物品の製作

仕様書等の図書を作成し、これを入札日の１週間前までに提出しなければならない。提出された製作仕様書

等の図書は、契約担当者において技術審査するものとし、入札説明書に示す仕様書に照らし、採用し得ると

判断した製作仕様書等の図書を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。また、製作仕様書等の図書を

提出した者は、開札日の前日までに契約担当者に説明し、契約担当者との協議に応じる義務を負うものとし、

必要な場合は提出した図書の内容の変更に応ずべきものとする。説明及び協議の義務を履行しない者並びに

製作仕様書等の変更に応じない者の入札書は、落札決定の対象としない。

(4) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他群馬県財務規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(5) 契約書の作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 当該調達物品を納入できると契約担当者が認められる資料を添付して入札書を提出した

入札者であって、群馬県財務規則第１６９条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of the disbursement of the procuring entity:Yutaka Uematsu,Director of the

Gunma Industrial Technology Center

(2) Classification of the products to be procured:Thermoelastic stress measurement systems by

infrared thermography

(3) Delivery period:by February 28,2008

(4) Delivery location:Director of the Gunma Industrial Technology Center

(5) Qualifications for participating in the tendering process:

①Those who do not fall under any of the 4 provisions of Article 167（Cabinet Order 16,1947）of

the Regional Home Affairs Law Enforcement Ordinance

②Those who have been registered on the 2006-2007 Materials and Services Purchase Contract

Qualifications Register in accordance with Article 170.2 of the Gunma Prefecture Financial

Regulations

③Those who have proven their ability to manufacture and/or achieve the sales of said materials

and/or service within the deadlines expressed above

④Those who have proven their ability to readily satisfy such obligations as providing postsales

service,repairs,parts,etc., reliably and over a long period of time

⑤Those who are able to be present within Japan at the inspection conducted by the Gunma

prefecture
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(6) Time-limit for tender:9:00 AM,August 29,2007

(7) For further information,contact:Yuusuke Tanabe,Gunma Industrial Technology Center,884-1,

Kamesato-machi Maebashi-shi,Gunma-Ken 379-2147 TEL 027-290-3030

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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